
外国籍
がいこくせき

の人
ひと

が日本
にほ ん

に90日以上滞在
にちいじょうたいざい

する場合
ばあ い

は、住
す

んでいる市町村役場
しちょうそんやくば

で住民登録
じゅうみんとうろく

（外国人登録
がいこくじんとうろく

と呼
よ

ばれています）をする必要
ひつよう

があります。手
て

続
つづ

きは原則
げんそく

として本人
ほんにん

が行
おこな

いますが、16歳未満
さいみまん

の人
ひと

や、病気
びょうき

などの理
り

由
ゆう

で自分
じぶ ん

で手続
てつ づ

きをすることができない人
ひと

は、同居
どうきょ

している親族
しんぞく

が代
か

わり

に手続
てつづ

きをすることができます。

手続
てつ づ

きをしてから約
やく

２週間後
しゅうかんご

に、

外国人登録証明書
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

と呼
よ

ばれるカード

が発行
はっこう

されます。16歳未満
さいみまん

の場合
ばあ い

に

は手続
てつ づ

きをした日
ひ

に交付
こう ふ

されます。

外国人登録証明書
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

は、常
つね

に携帯
けいたい

する

ことが義務
ぎ む

づけられています。

１. 新規登録
しんきとうろく

初
はじ

めて来日
らいにち

した人
ひと

は新規登録
しんきとうろく

をする必要
ひつよう

があります。また、以前外国
いぜんがいこく

人登録
じんとうろく

をしたことのある人
ひと

が出国
しゅっこく

し、再
ふたた

び日本
にほ ん

に来
き

た場合
ばあ い

（再入国許可
さいにゅうこくきょか

を受
う

けている場合
ばあ い

を除
のぞ

く）も同様
どうよう

に、登録手続
とうろくてつづ

きをする必要
ひつよう

があります。

手続
てつづ

きは入国
にゅうこく

した日
ひ

から90日以内
にちいない

に行
おこな

ってください。

子供
こど も

が生
う

まれた場合
ばあ い

は、生
う

まれた日
ひ

から60日以内
にちいない

に手続
てつ づ

きを行
おこな

ってく

ださい。

必要
ひつよう

なもの

・パスポート

・写真
しゃしん

２枚
まい

（縦
たて

4.5cm×横
よこ

3.5cm）16歳以上
さいいじょう

の方
かた

のみ

２. 登録内容
とうろくないよう

の変更
へんこう

住所
じゅうしょ

、氏名
しめ い

、国籍
こくせき

、パスポートナンバー、在留資格
ざいりゅうしかく

、在留期間
ざいりゅうきかん

、職業
しょくぎょう

に変更
へんこう

があった場合
ばあ い

は、変更
へんこう

のあった日
ひ

から14日以内
か い な い

に申請
しんせい

をする必要
ひつよう

があります。他
ほか

の市町村
しちょうそん

に引
ひ

っ越
こ

す場合
ばあ い

は、新
あたら

しい住所地
じゅうしょち

の市町村役場
しちょうそんやくば

に申請
しんせい

してください。

4. 外国人登録
がいこくじんとうろく
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必要
ひつよう

なもの

・外国人登録証明書
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

・変更
へんこう

があったことを証明
しょうめい

する文書
ぶんしょ

（原則
げんそく

）

３. 更新
こうしん

（切替
きりかえ

）

外国人登録証明書
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

には有効期間
ゆうこうきかん

があります。記載
きさ い

されている日付
ひづ け

から

30日以内
にちいない

に、本人
ほんにん

が更新
こうしん

（切替
きりかえ

）手続
てつ づ

きを行
おこな

ってください。

必要
ひつよう

なもの

・パスポート

・写真
しゃしん

２枚
まい

（縦
たて

4.5cm×横
よこ

3.5cm）

・外国人登録証明書
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

４. 再交付申請
さいこうふしんせい

紛失
ふんしつ

、盗難等
とうなんとう

で外国人登録証明書
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

をなくした場合
ばあ い

は、近
ちか

くの警察署
けいさつしょ

ま

たは交番
こうばん

に届出
とどけで

を済
す

ませ、紛失
ふんしつ

したことを知
し

った日
ひ

から14日以内
か い な い

に、

本人
ほんにん

が再交付
さいこうふ

の申請
しんせい

をしてください。

必要
ひつよう

なもの

・パスポート

・写真
しゃしん

２枚
まい

（縦
たて

4.5cm×横
よこ

3.5cm）

５. 出国等
しゅっこくとう

で証明書
しょうめいしょ

が必要
ひつよう

がなくなった場合
ばあい

死亡
しぼ う

または日本
にほ ん

を出国
しゅっこく

する場合
ばあ い

は、外国人登録証明書
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

を返納
へんのう

する必要
ひつよう

があります。

出国
しゅっこく

する場合
ばあい

：

再入国許可
さいにゅうこくきょか

を受
う

けている場合
ばあ い

を除
のぞ

き、出国港
しゅっこくこう

で入国審査官
にゅうこくしんさかん

に外国人登録
がいこくじんとうろく

証明書
しょうめいしょ

を返納
へんのう

してください。

日本国籍
にほんこくせき

を取得
しゅとく

した場合
ばあい

：

14日以内
か い な い

に居住地
きょじゅうち

の市町村役場
しちょうそんやくば

の住民課
じゅうみんか

（市民課
し み ん か

）へ、外国人登録
がいこくじんとうろく

証明書
しょうめいしょ

を返納
へんのう

してください。

死亡
しぼう

した場合
ばあい

：

家族
か ぞ く

か同居
どうきょ

している親族
しんぞく

が14日以内
か い な い

に居住地
きょじゅうち

の市町村役場
しちょうそんやくば

の住民課
じゅうみんか
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（市民課
し み ん か

）へ、外国人登録
がいこくじんとうろく

証明書
しょうめいしょ

を返納
へんのう

してください。

６. 登録原票記載事項証明書
とうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ

登録原票記載事項証明書
とうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ

とは、外国人登録
がいこくじんとうろく

の登録事項
とうろくじこう

についての

証明書
しょうめいしょ

で、日本
にほ ん

の住民票
じゅうみんひょう

にあたります。必要
ひつよう

なものを持参
じさ ん

して居住
きょじゅう

する

市町村役場
しちょうそんやくば

に申請
しんせい

してください。

本人
ほんにん

でない方
かた

が申請
しんせい

する場合
ばあ い

は、本人
ほんにん

の委任状
いにんじょう

を持参
じさ ん

してください。

ただし、同居
どうきょ

の親族
しんぞく

が申請
しんせい

する場合
ばあい

、委任状
いにんじょう

は不要
ふよ う

です。

必要
ひつよう

なもの

・外国人登録
がいこくじんとうろく

証明書
しょうめいしょ

・手数料
てすうりょう

（金額
きんがく

は市町村役場
しちょうそんやくば

によって異
こと

なります）

・委任状
いにんじょう

（代理人
だいりにん

が申請
しんせい

する場合
ばあい

のみ）

詳
くわ

しいことは、住民登録
じゅうみんとうろく

してある市町村役場
しちょうそんやくば

にお問
と

い合
あ

わせください。

（市町村役場
しちょうそんやくば

一覧
いちらん

P.160参照
さんしょう

）
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